
つ る か め 相 談 支 援 事 業 所  重 要 事 項 説 明 書  

あなた（又はあなたの家族）が利用しようと考えている、指定計画相談支援サービスに関する

利用契約を締結する前に知っておいて頂きたい、社会福祉法第７６条に基づきました内容を説明

いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なくご質問ください。 

 

１. 事業所 

法 人 名 有限会社 たくみケアサービス 

所 在 地 
神奈川県平塚市虹ケ浜２４番２５－５０６号 

ダイワパレス湘南オーシャンビュー 

代 表 者 氏 名 代表取締役 髙橋 輝夫 

電 話 番 号 ０４６３－７２－８５０７ 

 

２. 事業所の概要 

事 業 所 の 種 類 指定特定相談支援事業所 

事 業 所 の 名 称 つるかめ相談支援事業所 

事 業 所 の 所 在 地 神奈川県秦野市富士見町６－３４ 

管 理 者 氏 名 窪田 潤一 

連 絡 先 
電 話 番 号 ０４６３－８３－１３３５ 

ＦＡＸ番号 ０４６３－７４－６１２７ 

事 業 所 番 号 １４３２８０１６１９ 

事 業 の 目 的 
利用者がその心身の状況、環境に応じて適切な福祉サービス等を利用で

きるよう、相談支援を提供することを目的とします。 

 

 

 

事業所の運営方針につ

いて 

 

 

 

指定計画相談支援等の事業は、利用者の意志及び人格を尊重し、利用者

が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な福祉サービス等が

提供されるよう配慮して行います。事業の実施にあたっては利用者に提

供される福祉サービスが不当に偏ることのないよう公正中立に行いま

す。市町村、障害福祉サービス事業者等と連携を図り、地域の社会資源

の改善、開発に努めるとともに、自らの指定計画相談支援事業等の評価

を行い、改善を図ります。 

開 設 年 月 令和５年（２０２３年）２月１日 

主 た る 対 象 者 身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病の方 



事 業 実 施 地 域 秦 野 市、平 塚 市、伊勢原市、中 井 町、大 磯 町、二 宮 町 

営業日及びサービス提

供時間 

月曜日〜金曜日 ９時〜１７時３０分（祝日は営業） 

（年末年始１２月３０日から１月３日まで休日扱いとなります） 

 

３. 職員の体制【主な職員の配置状況】 

職 種 常 勤 非 常 勤 

管 理 者 １ 名 ０ 名 

相 談 支 援 専 門 員 １ 名 ２ 名 

＊当事業所では、利用者に対して指定計画相談支援を提供する職員として、上記の職種の職員を配置し

ています。   

 

４． 当事業所が提供するサービスと利用料金 

(1) サービス利用支援 

利用者等との面接やサービス提供事業者等との連絡調整を行い、サービス等利用計画を作成します。 

【サービス等利用計画作成の手順】 

１ 

サービス内容等

に関する情報提

供 

サービス等利用計画の作成の開始にあたっては、利用者等によるサービスの

選択に資するよう、地域の指定障害福祉サービス事業者等又は指定一般相談

支援事業者に関するサービス内容、利用料等の情報を適正に提供します。 

２ アセスメント 

利用者の居宅等を訪問し、利用者及びその家族に面接を行い、利用者の心身

の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等を把握します。こ

れらの評価を通じて、利用者の希望する生活や利用者が自立した日常生活を

営むことができるよう支援する上で解決すべき課題等の把握を行います。 

３ 
サービス等利用

計画案の作成 

把握された解決すべき課題等に対応するために、最も適切な福祉サービス等

の組み合わせについて検討します。そして、利用者及びその家族の生活に対

する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福

祉サービス等の目標及び達成時期、福祉サービス等の種類等を記載したサー

ビス等利用計画案を作成します。 

４ 

サービス等利用

計画案の説明・

交付 

サービス等利用計画案の内容について、利用者及び家族に対して説明し、文

書により利用者等の同意を得ます。また、サービス等利用計画案を利用者等

に交付します。 



５ 
サービス担当者

会議の開催 

支給決定等が行われた後に、支給決定等を踏まえてサービス等利用計画案の

変更を行い、福祉サービス事業者等との連絡調整を行います。また、サービ

ス担当者会議を開催し、サービス等利用計画案の内容を説明し、福祉サービ

ス等の担当者から専門的な意見を求めます。 

６ 
利用者等への説

明 

サービス担当者会議を踏まえたサービス等利用計画案の内容について、利用

者又はその家族に対して説明し、文書により同意を得ます。 

７ 
サービス等利用

計画の交付 

完成したサービス等利用計画を利用者又はその家族、福祉サービス担当者に

交付します。 

 

(2)継続サービス利用支援 

モ ニ タ リ ン グ 

利用者及びその家族、福祉サービス事業者等と継続的に連絡をとり、サービ

ス等利用計画の実施状況を把握します。また、市町村が決定したモニタリン

グ期間ごとに利用者等との面接を行い、必要に応じてサービス等利用計画の

変更、福祉サービス事業者等との連絡調整等を行います。また、新たな支給

決定又は地域相談支援給付決定に係る申請の勧奨を行います。 

サービス等利用計画の変更 

サービス等利用計画を変更する際は、利用者の解決すべき課題の変化に留意

しながら、原則として(1)1〜3 及び 5〜7 に規定された業務を行います。 

入所施設等への紹介又

は地域生活への移行に

関する情報提供等の援

助 

利用者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合又

は利用者が指定障害者支援施設等への入所や精神科病院への入院を希望す

る場合には、施設等への紹介等を行います。 

また、指定障害者支援施設等からの退所や精神科病院から退院しようとする

利用者から計画相談支援の依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑

に移行できるよう、障害福祉施設等と連携を図るとともに、必要な情報提供

や助言等の援助を行います。 

 

５． 提供する指定計画相談支援の利用者負担額について 

指定計画相談支援 

指定計画相談支援サービスに関する利用料金について、事業者が法律の規定に

基づいて、市町村から計画相談支援給付費額を受領（法定代理受領）する場合、

ご利用者の自己負担はありません 

交 通 費 

通常の事業実施地域外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用さ

れる場合は、 サービスの提供に際し、移動距離と移動時間を基準に交通費を

計算し、別途ご請求をさせて頂きます。なお、当該費用に係る領収証を、当該

費用を支払った利用者等に対し交付するものとします。 

 

 

 



６． 虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

① 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 窪田 潤一 

② 成年後見制度の利用を支援します。 

③ 苦情解決体制を整備しています。 

④ 従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 

⑤ サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）によ

る虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。 

 

７. 身体拘束について 

事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）は行わない。や

むを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急や

むを得ない理由を記録するものとする。 

＜緊急やむを得ない場合とは＞※以下の全てを満たすことが必要 

① 切迫性 利用者本人又は他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著し

く高いことが要件となる 

② 非代替性 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないことが要件となる 

③ 一時性 身体拘束その他の行動制限が一時的であることが要件となる 

 

 

８. 秘密の保持と個人情報の保護について 

 

 

 

 

 

 

①利用者及びそ

の家族に関する

秘密の保持につ

いて 

 

（１）事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」、「個

人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「医療・介護関係事業者

における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取扱いに

努めるものとします。 

（２）事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）は、サービス提供

をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らし

ません。 

（３）また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後において

も継続します。 

（４）事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させ

るため、従業者である機関及び従業者で亡くなった後においても、その秘密を保持

する旨を従業者との雇用契約の内容とします。 

 



 

 

 

 

 

②個人情報の保

護について 

 

（１）事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議

や地域ケア会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家

族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議や

地域ケア会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 

（２）事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙に

よるものの他、電磁的記録を含む。）については、善良な管理者の注意をもって管

理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 

（３）事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示

することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、

遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとしま

す。(開示に際して複写などが必要な場合は利用者の負担となります。) 

 

９. 利用者の記録や情報の管理開示について 

本事業所では、関係法令に基づいて、利用者の記録や情報を適切に管理し、利用者の求めに応じてそ

の内容を開示します。（開示に際して必要な複写料などの諸費用は、利用者の負担となります。）保存期

間は、指定計画相談支援サービスを提供した日から５年間です。 

 

※ 本事業所における記録の項目は次のとおりです。 

１ 福祉サービス事業者等との連絡調整に関する記録 ７ 契約書 

２ サービス等利用計画及び計画案 ８ 重要事項説明書 

３ アセスメントの記録 ９ 利用者負担に関する関係書類 

４ サービス担当者会議等の記録 １０ 利用者に関する市町への通知に係る記録 

５ モニタリング結果の記録 １１ 利用者からの苦情内容等の記録 

６ 関係機関からの情報提供に関する記録 １２ 事故状況及び対応についての記録 

 

 

１０. 事故発生時の対応方法について 

利用者に対する指定計画相談サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族

に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

また、利用者に対する指定計画相談サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害

賠償を速やかに行います。 

＊なお、事業者は損害賠償保険に加入しています。 

 

 

 



１１. 損害賠償保険への加入について 

（１） 事業者は、相談支援サービスの提供によって事故が生じた場合には、速やかに都道府県、区市

町村・利用者等の家族等 に連絡して必要な措置を講じます。  

（２） 事業者は、相談支援サービスを提供するにあたって、事業者の責任と認められる事由によって

利用者に損害を与えた場合には、速やかに利用者の損害を賠償します。 

※なお、事業者は損害賠償保険に加入しています。 

 

 

１２. 感染症対策について 

事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の措置を講じるものとする。 

（1）事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催す

るとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること。 

（2）事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 

（3）事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に

実施すること。 

 

 

１３. 業務継続計画の策定について 

事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対して必要なサービスの提供を継続的に実施

するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を

策定し、当該業務継続計画に従い次の措置を講じるものとする。 

（1）事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的

に実施するものとする。 

（2）事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものと

する。 

 

１４. ハラスメントについて 

（事業者の解除権） 

適切なサービス提供を確保する観点から、事業者は利用者及び家族から以下のような暴力、ハラスメ

ントに該当する行為が行われた場合には、一時的にサービスを停止し、利用者及び家族と対応を

協議します。協議の結果、サービスの提供継続が困難になったときは、この契約を解除すること

ができます。 

・殴る、蹴る、叩く、体を押さえつける、物を投げつけるなどの行為 

・大声で怒鳴る、侮辱的、脅迫的な言葉。サービス提供外の要求など 

・意に添わない性的な誘いかけ、好意的態度の要求、性的ないやがらせなど 

・不当な要求で業務を妨害する行為 

 

 



１５. サービス提供に関する相談、苦情の対応について 

相談、苦情処理の体制及び手順 

提供した指定計画相談支援サービスに係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるため

の窓口を設置します。（下表に記す【事業者の窓口】のとおり） 

相談及び苦情に

円滑かつ適切に

対応するための

体制及び手順 

1.相談・苦情内容の事情の確認を行い、職員への事実確認を行う。 

2.把握した状況を職員とともに検討を行う。対応内容に基づき、必要に応じて関係者

への連絡調整を行うとともに、利用者へ必ず対応方法を含めた結果報告を行う。苦情

処理の場合、その概要についてまとめたうえで、市町村及び国民健康保険団体連合会

に対して報告を行い、更なる改善点について助言を受ける。 

3.事業実施マニュアルにおいて改善点を明記し、再発の防止を図る。 

4.すべての経過を有限会社 たくみケアサービス本部に報告する。 

相談及び苦情への対応に当たっては、関係者のプライバシーは保護されるとともに、相談をしたこと又

は事実関係の確認に協力したこと等を理由として、事業者は利用者及び家族に対して不利益な取扱いは

行いません。 

【事業所の窓口】 

つるかめ相談支援事業所 

管理者：窪田 潤一 

所在地：秦野市富士見町６－３４ 

電 話：０４６３－８３－１３３５ 

時 間：毎週月曜日〜金曜日 ９：００〜１７：３０ 

かながわ福祉サービス 

運営適正化委員会 

所在地：横浜市神奈川区反町３丁目１７－２  

電 話：０４５－３１７－２２００ 

秦野市役所福祉部障害福祉課 
所在地：秦野市桜町１－３－２ 本庁舎１階 

電 話：０４６３－８２－７６１６ 

伊勢原市役所保健福祉部 

障がい福祉課 

所在地：伊勢原市田中３４８ 本庁舎１階６番窓口 

電 話：０４６３－９４－４７２０（障がい福祉課） 

電 話：０４６３－９４－４７２１（障がい者支援課） 

平塚市役所福祉部障がい福祉課 
所在地：平塚市浅間町９－１ 

電 話：０４６３－２１－８７７４ 

大磯町役場 

町民福祉部福祉課障がい福祉係 

所在地：中郡大磯町国府本郷１１９６ 

電 話：０４６３－７３－４５３０ 

中井町役場福祉課福祉班 
所在地：足柄上郡中井町比奈窪５６ 

電 話：０４６５－８１－５５４８ 

二宮町役場 

福祉保健課福祉・障がい支援班 

所在地：足柄中郡二宮町二宮９６１ 

電 話：０４６３－７５－９２８９ 

 



１５. 重要事項説明の年月日 

こ の 重 要 事 項 説 明 書 の 説 明 年 月 日   ２０   年    月    日 

重要事項について本書面を交付し、利用者に説明を行いました。 

事

業

者 

所 在 地 神奈川県平塚市虹ケ浜 24 番 25―506 号 

法 人 名 有限会社 たくみケアサービス 

代 表 者 名 代表取締役 髙橋 輝夫 

事 業 所 名 つるかめ相談支援事業所 

説 明 者 氏 名  

 

重要事項について、事業者から説明を受け、その内容に同意し、交付を受けました。 

利 用 者 

住 所  

氏 名  

代 理 人

（    ） 

住 所  

氏 名  

 


